
平成 27 年度関東農政局国営土地改良事業等事業評価（事後評価） 

第３回技術検討会議事概要 

 

１．対象地区 

安曇野地区、霞ヶ浦用水（二期）地区 

 

２．開催日時 

平成 27 年７月 22 日（水）15:30～16:30 

 

３．場所 

さいたま新都心合同庁舎２号館５階共用 AV 会議室 504 

 

４．概要 

 ○ 第３回技術検討会における技術検討会委員の意見を踏まえ、事後評価結果の修正案 

を説明し、了承を得た。 

○ 技術検討会委員により、事後評価結果に対する「技術検討会の意見」の取りまとめ 

が行われた。 

技術検討会委員の意見は以下のとおり。 

 

【安曇野地区】 

本事業及び関連事業の実施で、地区内農地の排水改良が図られたことにより、農地

への溢水が防止され、農作物の湛水被害が解消された。また、乾田化に伴う大型機械

の導入等による農作業の効率化、畑作物の作付け拡大に加え、集落営農組織の増加等

地域農業構造の改善が図られている。 

一方、本事業で整備された施設は、地域で歴史的に形成されてきた水路（堰）を

基礎とするもので、農地のみならず地域全体の排水機能の向上に大きく寄与してい

る。また、北アルプスの山々に囲まれ、それらと整備された農地や歴史ある水路と

が織りなす美しい田園風景は、貴重な地域資源としての価値を持っている。 

このため、事業により整備された施設については、農業者だけでなく、自治体を

中心に地域ぐるみで適切に保全管理を行うなど、将来にわたってその機能が発揮さ

れる取組が望まれる。 



【霞ヶ浦用水（二期）地区】 

本事業及び関連事業の実施により、農業用水の安定利用が可能な生産基盤が整備さ

れて、用水確保に係る労働の軽減や大型農業機械の導入等による農作業の効率化に加

え、作物の単収増加、品質向上が実現され、経営規模の拡大等の地域農業構造の改善

が図られている。 

この結果、地域においては、首都圏の一大食料供給基地としての確固たる地位が

築かれ、今後も一層の発展が期待されることから、将来にわたり用水の安定供給に

よる地域農業の振興を図るため、整備された施設の適切な保全管理が必要である。 

一方で、地区内には関連事業が未着手の区域があって関係機関もその推進に努め

るとしていることから、関係機関と連携して、畑かんマイスターを活用した畑地か

んがい技術の普及・啓発活動など各種の取組を通じ、関連事業の計画的な実施によ

る事業効果の一層の発現を図ることが望まれる。 

 


